
羽幌町長　駒　井　久　晃　　　様

羽幌町国民健康保険運営協議会

会　長　　磯　崎　清　人

令和３年第１回羽幌町国民健康保険運営協議会の開催結果（答申）について

○ 議案第１号　　国民健康保険税賦課限度額の改正（案）について 「承認する」

○ 議案第２号　　未就学児に係る被保険者均等割額の減額措置の導入「承認する」

　　　　　　　について

○ 報告第１号　　国民健康保険税賦課方式の検討について 「承認する」

○ 書面議決書　　別添のとおり

　厳寒の候　貴職にはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

記

羽幌町国民健康保険条例施行規則第１０条の規定により答申します。

　さて、令和４年２月１６日付けにて貴職より諮問された下記の内容について

令和４年 ２月 １８日



議　案　第１号

国民健康保険税賦課限度額の改正（案）について



１　国民健康保険税賦課限度額の改正について

　国民健康保険税の賦課額は、基礎賦課額（医療分）、後期高齢者支援金等賦課額（支援分）及び介護納付金賦課額（
介護分）の合算額であり、それぞれが応益負担部分（被保険者均等割・世帯平等割）と応能負担部分（所得割・資産割）
により構成されていますが、たとえ保険税負担能力がある世帯であっても、受益の限度と懸け離れた保険税が賦課される
ことは望ましくないとの考えから、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額のそれぞれについて、
賦課額の上限（賦課限度額）が設けられています。
　国は社会保障制度改革で「負担能力に応じた負担」を掲げており、中低所得層の保険税負担の軽減を図る観点から賦課
限度額を引き上げ高所得層により多く負担を求める方針ですが、３年度は新型コロナの影響を見通せず限度額を維持して
いたため、引き上げは２年ぶりとなり、基礎賦課額が２万円引き上げ６５万円、後期高齢者支援金等賦課額は１万円引き
上げ２０万円、介護納付金賦課額は前年度同額で据え置き、全体で３万円引き上げ１０２万円とする案で、地方税法等を
改正するとしています。

　●地方税法の賦課限度額の推移

基礎賦課額 後期高齢者支援金等賦課額 介護納付金賦課額 合計

平成２１年度 ４７万円 １２万円 １０万円 ６９万円

平成２２年度 ５０万円 １３万円 １０万円 ７３万円

平成２３年度 ５１万円 １４万円 １２万円 ７７万円

平成２６年度 ５１万円 １６万円 １４万円 ８１万円

平成２７年度 ５２万円 １７万円 １６万円 ８５万円

平成２８年度 ５４万円 １９万円 １６万円 ８９万円

平成３０年度 ５８万円 １９万円 １６万円 ９３万円

令和元年度 ６１万円 １９万円 １６万円 ９６万円

令和２年度 ６３万円 １９万円 １７万円 ９９万円

令和４年度 ６５万円 ２０万円 １７万円 １０２万円



　羽幌町の賦課限度額についても、地方税法の改正と同様に中間所得層の保険税負担が増大しないよう、限度額に達する世帯の割合が
高くなることへの対応として限度額の引き上げを行ってきており、現行の賦課限度額は次のとおりとなっています。

　●羽幌町の賦課限度額の推移

基礎賦課額 後期高齢者支援金等賦課額 介護納付金賦課額 合計

平成２１年度改正（平成２２年度賦課分） ４７万円 １２万円 １０万円 ６９万円

平成２２年度改正（平成２３年度賦課分） ５０万円 １３万円 １０万円 ７３万円

平成２３年度改正（平成２４年度賦課分） ５１万円 １４万円 １２万円 ７７万円

平成２６年度改正（平成２７年度賦課分） ５１万円 １６万円 １４万円 ８１万円

平成２７年度改正（平成２８年度賦課分） ５２万円 １７万円 １６万円 ８５万円

平成２８年度改正（平成２９年度賦課分） ５４万円 １９万円 １６万円 ８９万円

平成３０年度改正（平成３１年度賦課分） ５８万円 １９万円 １６万円 ９３万円

令和元年度改正（令和２年度賦課分） ６１万円 １９万円 １６万円 ９６万円

令和２年度改正（令和３年度賦課分） ６３万円 １９万円 １７万円 ９９万円

　上記のとおり、羽幌町の賦課限度額の引き上げについては、条例改正後の翌年度賦課分から法定の賦課限度額を適用してきたため、
国基準の１年遅れで適用となることが課題となっていましたが、国の社会保障制度改革で国民健康保険の運営が都道府県単位化された
ことに伴い、北海道は道内の加入者負担を公平化する観点から、２０３０年までに北海道統一保険料を目指すことを掲げており、その
取組みの一つとして道内全市町村の賦課限度額を法定額に統一する方針となっています。
　これらを踏まえ、令和４年度から国が法定賦課限度額を引き上げる方針であることから、地方税法の改正に合わせ、次のとおり改正
を行う予定です。

　●羽幌町の賦課限度額の改正（案）
基礎賦課額 後期高齢者支援金等賦課額 介護納付金賦課額 合計

令和４年度改正（令和４年度賦課分） ６５万円 ２０万円 １７万円 １０２万円



議　案　第２号

未就学児に係る被保険者均等割額の減税措置の導入について



２　未就学児に係る被保険者均等割額の減額措置の導入について

　国の全世代型社会保障改革を踏まえ、現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの
社会保障の構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度」を構築するため、所要の改正が
行われることとなりました。
　国民健康保険税の改正部分については、令和４年４月１日から施行されることとなり、その減額相当額を公費（国１/２、都
道府県１/４、市町村１/４）で支援する制度が創設されました。
　上記を踏まえ、本町では、国民健康保険の保険税について、未就学児（６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被
保険者）に係る被保険者均等割額を減額（１０分の５）するため、条例の改正を行う予定です。

　軽減措置については、子育て世帯への経済的負担の観点から、多子世帯や所得による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯
に対して、一律に軽減を行います。７割・５割・２割の低所得者軽減が適用されている世帯に関しては、低所得者軽減の適用後
の残りの額に対して１０分の５を軽減します。



報　告　第１号

国民健康保険税賦課方式の検討について



報告第１号 説明資料 

 

報告第１号の資料について、ご説明いたします。 

 

平成３０年度より国 健康保険事業は都道府県単位化となり、都道府県と市町村が一体

となって国 健康保険事業を運営することとなりました。 

この運営にあたっては、北海道と市町村が共通認識の下で実施するとともに、事務の広

域化や効率化を推進するため、統 的な 針として「北海道国 健康保険運営 針」に基

づき 幌町国 健康保険を運営しているところです。 

 

 今般、令和２年１２ に改訂された北海道国 健康保険運営 針において、令和１２年

度を目途として統一保険料（同じ所得であれば全道どこにいても同じ保険料）を目指すと

ともに、令和８年度までに資産割を廃止することが明記されました。 

 

 現在の 幌町国 健康保険税は所得割、均等割、平等割、資産割の４ 式で賦課してい

ますが、資産割部分を廃止し、残る均等割、平等割、資産割の３方式により賦課すること

となります。 

 

 現行の４方式から３方式へ変更した場合、これまで資産割分として賦課していた額が不

足するため、その不足分を残る均等割、平等割、資産割で補う必要が生じます。賦課方式

変更に伴う保険税負担の急激な変動を抑えつつ、また、羽幌町国保加入世帯の構成状況に

適した税率を導くため、これより様々な試算を行い、検討を進めたいと考えています。 

 

 今後の予定ですが、ある程度の試算結果がまとまり、具体的な内容でご説明できる状況

になりましたら、改めて運営協議会の皆様へご審議賜りたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

 以上、報告第１号の説明を終わります。 




